
建築基準法第５９条の２（総合設計制度）の規定に基づく許可申請手続きの流れ 

 

 
５９条の２ 

中高層建築物 

事前協議 
建築審査会 景観法 

事

前

協

議 

事前協議書提出 

↓ 

関係各課意見照会 

↓ 

書類審査 

↓ 

各課意見、書類訂正事項通知 

↓ 

関係各課協議、書類訂正 

↓ 

各課協議結果報告書提出、訂正完了 

    ↓        ↓ 

事前協議終了通知 （許可まで保留） 

 

 

建築審査会からの

助言を求める。 

↓ 

助言内容により 

計画再検討 

事前協議が終了す

るまでに適合をと

ること。 

本

申

請 

本申請書類提出 

↓ 

消防同意 

↓ 

書類審査 

↓ 

書類訂正 

↓ 

訂正完了 

↓ 

許可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前協議終了通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築審査会の同意 

 

 

◎留意事項 
 ・土地利用問題協議会への諮問がある。 


